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様式第４号（第11条関係） 

 

審議会等の会議の記録 

 

審議会等の名称 令和５年度 第１回西脇多可行政事務組合 

廃棄物減量等推進審議会 

開催日時 令和５年８月８日（火） 

午前10時00分～午前11時40分 

開催場所 多可町役場２階 大会議室 

出席委員の氏名 

又は人数 

 熊谷 哲  丸山善彦   門上きく  

 小田晴美   小林秀壽   後藤泰樹    

門脇多加士  遠藤隆義    柳田みどり  

石塚美惠子  免田浩史     

欠席委員の氏名 

又は人数 
齋藤博子   齋藤博史 

出席職員の職・ 

氏名又は人数 

副管理者 多可町長      吉田一四 

（事務局） 

事務局長           岸本雅彦 

資源循環課課長        西村幸浩 

資源循環課課長補佐      芝 和征 

資源循環課主査        真鍋俊哉 

資源循環課主任        宮崎公善 

資源循環課職員        藤森竜輔 

業務課課長          松原永明 

業務課課長補佐        高瀬良尚 

業務課専門員         藤原利昭 

（関係市町職員） 

西脇市環境課課長       本間健夫 

多可町生活安全課課長     今中大祐 

公開・非公開の別 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴人の数 ０人 

議題又は協議事項 １ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 副管理者あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 会長・副会長選出 
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６ 報告事項 

⑴ 新ごみ処理施設整備事業の進捗状況及び今後の

予定  

⑵ その他 

７ その他 

 ８ 閉会 

会議の記録（概要） 

発言者  

１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 副管理者あいさつ 

 

４ 委員紹介 

 

５ 会長・副会長選出 

 

・ 委員間の互選をもって、会長に熊谷委員、副会長に丸山委員を

選出 

 

（副管理者退席） 

 

〇 議長着任 

 

・ 西脇多可行政事務組合廃棄物減量等推進審議会条例第７条第１ 

項の規定により、会長が会議の議長となる。 

 

〇 議事録署名人選出 

 

・ 議事録署名人に、門上委員と後藤委員を指名 

 

〇 会議の公開・非公開確認 

 

・ 非公開内容がないことを審議会において確認したため、本日の 

会議は公開とすることを決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 
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事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

〇 傍聴定員の決定 

 

・ 本日の傍聴希望者は０人であることを報告 

 

６ 報告事項 

⑴ 新ごみ処理施設整備事業の進捗状況及び今後の予定  

 

・ 資料４から資料７に基づき事務局より説明 

 

・ 契約金額について説明してほしい。また、今後資材の高騰が予

想されるが、どのように対応するのか。 

 

・ 施設建設工事については公募型プロポーザル方式により、請負

業者がエスエヌ環境・美樹工業特定共同企業体に決定し、契約金

額86億 7,900万円である。予算は87億円であったので、予算の範

囲内で契約できた。 

  また、資料７の提案概要は契約金額内での提案であり、資材の

高騰等により今後請負業者との協議も必要になることも考えられ

る。 

 

・ 第２工区の工事概要について教えてほしい。 

 

・ 施設用地としては利用せず、第１工区開発による多可町奥中方

面の杉原川への雨水流出の影響を軽減するための２号調整池の整

備工事を行っている。 

 

・ 資料５に新ごみ処理施設のごみ処理能力が記載されているが、

みどり園のごみ処理能力と比べてどうなのか。 

 

・ みどり園のごみ処理については、月曜日から土曜日までの連続

運転による、１日当たり２炉で 132トンである。新ごみ処理施設

のごみ処理は、１日当たり２炉で52.6トンであり、小さくなって

いる。 

 

・ 新ごみ処理施設のごみ処理能力が小さくなっているということだ

が、詳細な説明をお願いする。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

・ みどり園は当初、西脇市・多可町・加東市（滝野地域）からの

ごみを受け入れることができるよう設計及び運用されていたが、

人口減少等に伴い、ごみ量が減少していることや、加東市（滝野

地域）の脱退により新ごみ処理施設では西脇市と多可町のごみの

みを受け入れることになっているため、新ごみ処理施設のごみ処

理能力はみどり園より小さくなっている。 

 

⑵ その他 

 

・ 特になし 

  

７ 敷地造成工事現場視察 

 

・ 敷地造成工事現場にて、工事内容及び工事の進捗状況等につい

て事務局より説明 

 

８ 閉会 

 

問合せ先 西脇多可行政事務組合資源循環課 

 


